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平
成
十
五
年
六
月
二
十
七
日
、「
公
益
法

人
制
度
の
抜
本
的
改
革
に
関
す
る
基
本
方

針
」
が
閣
議
決
定
を
み
た
。

そ
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
に
改
革
の
目
的
と
検
討
の
方
向
が
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
社
会
の
ニ
ー
ズ

が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
為
、
従
来
の
よ
う

に
行
政
部
門
と
民
間
営
利
部
門
だ
け
で
な
く
、

民
間
非
営
利
部
門
の
活
動
を
促
進
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
し
、
民
間
非
営
利
活
動
は

民
法
三
十
四
条
法
人
が
一
定
の
役
割
を
は
た

し
て
き
た
が
、
こ
の
三
十
四
条
法
人
は
民
法

制
定
以
来
百
余
年
間
抜
本
的
改
革
が
行
わ
れ

て
き
て
い
な
い
う
え
に
、
公
益
法
人
に
限
定

さ
れ
て
お
り
、
一
般
的
な
非
営
利
法
人
制
度

が
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
為
、
民
間
非
営

利
活
動
が
時
代
の
変
化
に
対
応
で
き
な
か
っ

た
、
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
第
二
に
新
た
に
一
般
的
な
非
営
利

法
人
制
度
を
創
設
す
る
と
し
た
。
こ
の
中
で

法
人
格
の
取
得
と
税
制
上
の
優
遇
措
置
を
今

ま
で
の
よ
う
に
連
動
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、

分
離
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

法
人
格
の
取
得
は
、
民
間
非
営
利
活
動
を
促

進
す
る
た
め
準
則
主
義
（
登
記
）
に
よ
っ
て

簡
便
に
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
税
制
上

の
優
遇
措
置
の
根
拠
と
さ
れ
る
法
人
の
公
益

性
に
つ
い
て
は
、

�
公
益
性
の
客
観
的
で
明
確
な
判
断
基
準
を

法
律
で
定
め
る
こ
と
や
、
誰
が
こ
れ
を
判

断
す
る
か

�
ガ
バ
ナ
ン
ス
（
自
治
制
度
）、
解
散
し
た

と
き
の
残
余
財
産
の
在
り
方
、
情
報
開
示
、

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
等

を
含
め
て
今
後
検
討
す
る
、
と
さ
れ
た
。

第
三
に
税
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
非

営
利
法
人
制
度
の
更
な
る
具
体
化
に
あ
わ
せ

て
引
き
続
き
検
討
す
る
、
と
さ
れ
た
。

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
平

成
十
六
年
末
ま
で
を
目
途
に
、
基
本
的
枠
組

み
を
更
に
具
体
化
し
、
所
管
省
で
税
制
上
の

措
置
に
係
わ
る
専
門
的
検
討
を
進
め
、
平
成

十
七
年
度
末
ま
で
に
税
制
上
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
を
目
指
す
、
と
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
公
益
法
人
の
抜
本
的
改
革

は
政
府
の
行
財
政
改
革
の
一
環
で
あ
る
。
行

革
推
進
事
務
局
の
「
公
益
法
人
改
革
の
動
き

に
つ
い
て
」
と
題
す
る
三
頁
の
「
表
」
に
沿

っ
て
説
明
し
て
み
よ
う
。

平
成
十
二
年
十
二
月
一
日
に
閣
議
決
定
さ

れ
た
「
行
政
改
革
大
綱
」
の
中
で
は
「
公
益

法
人
に
対
す
る
行
政
の
関
与
の
在
り
方
の
改

革
」
と
し
て

�
国
が
公
益
法
人
に
委
託
し
た
り
、
推
薦
し

た
り
し
て
い
る
事
務
と
事
業
を
見
直
し
、

出
来
る
限
り
国
の
関
与
を
廃
止
す
る
。

�
国
か
ら
公
益
法
人
へ
の
補
助
金
、
委
託
費

等
を
縮
減
・
合
理
化
す
る
こ
と
等

を
内
容
と
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
当
時
の
公
益
法
人
改
革
は
、

行
政
委
託
型
の
公
益
法
人
等
を
行
政
改
革
の

視
点
か
ら
改
革
を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
平
成
十
三
年
四
月
十
三
日
の
「
行

政
委
託
型
公
益
法
人
等
改
革
の
視
点
と
課

題
」
の
中
で
は
、
行
政
委
託
型
の
改
革
に
と

ど
ま
ら
ず
、
よ
り
抜
本
的
な
公
益
法
人
自
体

の
改
革
の
必
要
性
が
提
言
さ
れ
た
。
こ
れ
を

受
け
て
平
成
十
三
年
七
月
二
十
三
日
以
降
、

行
革
推
進
本
部
に
お
い
て
は
、「
行
政
委
託

型
公
益
法
人
等
改
革
を
具
体
化
す
る
た
め
の

方
針
」
と
と
も
に
「
公
益
法
人
制
度
に
つ
い

て
の
問
題
意
識
ー
抜
本
的
改
革
に
向
け
て

ー
」
の
、
二
本
立
て
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

前
者
を
う
け
た
の
が
平
成
十
四
年
三
月
二

十
九
日
の
「
公
益
法
人
に
対
す
る
行
政
の
関

与
の
在
り
方
の
改
革
実
施
計
画
」
と
い
う
閣

議
決
定
で
あ
り
、
後
者
を
受
け
た
の
が
同
日

の
「
公
益
法
人
制
度
の
抜
本
的
改
革
に
向
け

た
取
り
組
み
に
つ
い
て
」
と
い
う
閣
議
決
定

で
あ
っ
た
。

こ
の
中
で
公
益
法
人
制
度
に
つ
い
て
、
関

連
制
度
を
含
め
抜
本
的
か
つ
体
系
的
な
見
直

し
を
行
う
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
関

連
制
度
の
中
身
と
し
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
中
間
法
人
、

公
益
信
託
と
と
も
に
異
質
な
「
税
制
」
の
二

文
字
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

公
益
法
人
の
制
度
改
革
と
税
制
改
革
が
リ
ン

ク
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
行
革
推
進
事
務
局
は
学
識
経
験

者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
す
す
め
、
平
成
十

四
年
八
月
二
日
に
は
「
公
益
法
人
制
度
の
抜

本
的
改
革
に
向
け
て
（
論
点
整
理
）」を
作
成
、

こ
れ
が
文
化
庁
、
日
宗
連
を
経
由
し
て
全
日

本
仏
教
会
に
も
呈
示
さ
れ
た
。
こ
の
論
点
整

理
の
中
で
、
平
成
十
四
年
度
中
に
発
表
予
定

の
「
公
益
法
人
改
革
大
綱
（
仮
称
）」の
策
定

ま
で
に
税
制
上
の
措
置
に
つ
い
て
財
務
省
・

総
務
省
等
関
係
府
省
に
お
い
て
検
討
す
る
と

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
基
づ
い
て
政
府
の
税
制
調
査
会
等

に
お
い
て
、
公
益
法
人
の
税
制
に
つ
い
て
検

討
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
政
府
税
制
調
査
会

は
、
公
益
法
人
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
、

公
益
法
人
改
革
の
現
況

〜
宗
教
法
人
の
税
制
に
関
連
し
て
〜

■
本
会
顧
問
弁
護
士

長
谷
川

正
浩
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原
則
非
課
税
を
原
則
課
税
に
変
更
す
る
こ
と

と
し
、
�
非
営
利
性
、
�
公
益
性
、
�
内
部

留
保
の
水
準
、
�
適
正
な
組
織
運
営
の
四
つ

の
基
準
で
課
税
軽
減
対
象
と
す
る
か
ど
う
か

を
判
断
す
る
と
し
た
（
日
経
平
成
十
五
年
二

月
八
日
）。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
報
道
に
よ
る
と
原

則
課
税
に
つ
い
て
は
政
府
内
部
で
も
意
見
が

ま
と
ま
ら
ず
、「
公
益
法
人
等
改
革
大
綱（
仮

称
）」は
、
平
成
十
四
年
度
末
ま
で
に
策
定
で

き
な
か
っ
た
。
そ
の
後
も
議
論
が
重
ね
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
平
成
十
五
年
五
月

三
十
日
に
与
党
行
財
政
改
革
推
進
協
議
会
は
、

「
公
益
法
人
制
度
の
抜
本
的
改
革
に
向
け
て

の
意
見
集
約
」
を
発
表
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
公
益
法
人
の
税
制
改
革
に
つ
い
て
は
先
送

り
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
平
成
十
五
年
六
月
二
十
七
日
に

冒
頭
記
載
し
た
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
た
。
前

述
の
よ
う
に
平
成
十
六
年
末
ま
で
税
制
上
の

措
置
に
係
わ
る
専
門
的
検
討
を
進
め
、
平
成

十
七
年
度
末
に
は
法
制
上
の
措
置
が
と
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
私
た
ち
と
し
て
は
今
後
ど
の
よ

う
に
対
応
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
今
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
は
、
民
法
三
十
四
条
法
人
を

中
心
と
し
て
い
る
も
の
で
、
宗
教
法
人
は
議

論
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、

い
ず
れ
宗
教
法
人
が
そ
の
対
象
と
さ
れ
る
こ

と
は
必
定
で
あ
る
。
そ
こ
で
原
則
課
税
と
さ

れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
極
力
こ
れ
を
回
避

す
る
努
力
が
望
ま
れ
る
。
仮
に
原
則
課
税
と

さ
れ
て
も
、
非
課
税
法
人
（
免
税
法
人
）
に

な
る
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
目
標
を
達
成
す
る
為
に

は
、
次
の
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。

第
一
に
、
宗
教
活
動
の
公
益
性
と
は
何
で

あ
る
か
と
い
う
学
問
的
研
究
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
お
け
る
本
格
的
な
研

究
は
皆
無
と
い

っ
て
い
い
。

第
二
に
、
一

般
社
会
で
認
め

ら
れ
る
よ
う
な

公
益
性
の
高
い

活
動
、
質
の
高

い
宗
教
活
動
を

お
し
す
す
め
る

必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点

に
つ
き
私
見
を

述
べ
る
な
ら
ば
、

�
私
た
ち
の
宗

教
的
使
命
感
を

高
揚
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

社
会
に
貢
献
す

る
種
々
の
活
動

自
体
は
、
宗
教

と
無
関
係
の
も

の
が
多
い
。
し

か
し
な
が
ら
、

私
た
ち
が
宗
教
的
使
命
感
を
持
っ
て
行
え
ば

立
派
な
宗
教
活
動
と
な
る
。
�
宗
教
的
文
化

財
や
行
動
様
式
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
ら
は
、
宗
教
を
信
ず
る
人
に
と

っ
て
も
信
じ
な
い
人
に
と
っ
て
も
い
や
し
の

も
と
と
な
り
、
人
類
共
通
の
財
産
で
あ
る
。

�
私
た
ち
は
釈
尊
や
祖
師
の
説
か
れ
た
と
こ

ろ
に
従
っ
て
、
民
衆
に
そ
の
行
動
指
針
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
つ
て
釈
尊
や
祖

師
が
さ
れ
た
よ
う
に
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
云

い
古
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
。
言
う
は
易
く
、

行
う
は
難
し
。
ま
し
て
や
個
人
の
レ
ベ
ル
で

な
く
、
組
織
と
し
て
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
の
積
み
重

ね
が
税
制
改
革
へ
の
基
本
的
対
応
策
で
あ
る

と
考
え
る
が
、
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

公益法人改革の動きについて

（内閣官房行政改革推進事務局）（総務省大臣官房管理室）

公益法人制度の抜本的改革行政委託型公益法人等改革適正な指導監督の推進

行政改革大綱（閣議決定）平成１２年
１２月１日

・公益法人に対する行政の
関与の在り方の改革

指導監督体制の充実等
（申合せ）

平成１３年
２月９日

行政委託型公益法人等改革の視点と課題４月１３日

・行政委託型の改革にとどま
らず、より抜本的な改革の
必要性を提言

・改革の基本理念と基本的な
考え方を提示

公益法人制度についての問題意識
～抜本的改革に向けて～

行政委託型公益法人等改革を具
体化するための方針７月２３日

インターネットによる
ディスクロージャーについて

（申合せ）
８月２８日

公益法人制度の抜本的改革に向
けた取組みについて
（閣議決定）

公益法人に対する行政の関与の
在り方の改革実施計画

（閣議決定）
所管不明法人の処理促進平成１４年

３月２９日

・各府省は責任をもって実施
・内閣官房は、実施につき検
討を要する事項の調整

・総務省は、実施状況を調査、
白書で公表

公益法人制度の抜本的改革に向
けて（論点整理）

８月２日

公益法人会計基準の見直し
（公益法人会計基準検討会報告書）

平成１５年
３月２８日

公益法人制度の抜本的改革に関
する基本方針
（閣議決定）６月２７日

・平成１６年末までを目途にさらに
基本的枠組みを具体化

・平成１７年度末までに法制上の措置
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鐘
の
音
と
共
に
、
世
界
平
和
を
願
い
祈
り
が
捧

げ
ら
れ
た

『
世
界
平
和
祈
り
の
集
い
』開
催
さ
れ
る

比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト
１６
周
年

八
月
四
日
、
比
叡
山
延
暦
寺
で
「
世
界
平

和
祈
り
の
集
い
」
が
開
催
さ
れ
た
。
本
会
か

ら
森
和
久
理
事
長
、
渡
邊
宗
徹
国
際
文
化
部

長
、
山
本
観
晃
同
和
推
進
部
次
長
が
出
席
し

た
。こ

の
集
い
は
、
国
内
外
の
主
な
宗
教
指
導

者
を
招
い
て
、
平
和
の
た
め
に
貢
献
す
る
に

は
、
祈
り
こ
そ
が
全
て
の
行
動
の
原
点
で
あ

る
、
と
い
う
考
え
の
も
と
で
、
一
九
八
七
年

よ
り
続
け
ら
れ
て
い
る
。

式
典
で
は
、
西
郊
良
光
天
台
宗
宗
務
総
長

が
開
会
の
辞
を
述
べ
、
法
楽
の
後
、
渡
邊
惠

進
天
台
座
主
が
平
和
祈
願
文
を
奉
読
し
た
。

続
い
て
参
加
者
全
員
で
平
和
の
祈
り
を
捧

げ
た
後
、
比
叡
山
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
朗
読
さ
れ

た
。こ

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
、

「
平
和
の
願
い
は
、
い
か
な
る
宗
教
に
と
っ

て
も
根
本
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
わ
れ
わ

れ
は
認
識
し
、
か
つ
主
張
す
る
。
そ
も
そ
も

平
和
と
は
、
単
に
戦
争
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
人
間
同
士
の
睦
み
合
う
融
和
の

状
態
、
人
類
共
同
体
の
実
現
を
い
う
。
お
よ

そ
正
義
や
慈
悲
の
な
い
と
こ
ろ
に
平
和
は
な

い
。
か
か
る
平
和
こ
そ
、
す
べ
て
の
宗
教
者

に
よ
っ
て
誠
実
に
希
求
さ
れ
な
く
て
は
な
ら

な
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
。

次
に
樋
口
美
作
日
本
ム
ス
リ
ム
協
会
名
誉

会
長
が
「
平
和
を
語
る
」
と
題
し
ス
ピ
ー
チ

を
行
い
、
海
外
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
披
露

さ
れ
た
。

最
後
に
『
平
和
の
合
い
言
葉
』

一
、
世
界
の
人
々
と
仲
よ
く
暮
ら
そ
う

一
、
尊
い
生
命
を
大
切
に
し
よ
う

一
、
自
然
の
恵
み
に
感
謝
し
よ
う

を
唱
和
し
閉
会
と
な
っ
た
。
ま
た
、
海
外
か

ら
シ
ェ
イ
ク
・
タ
ラ
ル
・
シ
デ
ル
師
（
ア
ラ

フ
ァ
ト
議
長
宗
教
顧
問
）、
イ
ス
ラ
エ
ル
・

ラ
オ
師
（
全
イ
ス
ラ
エ
ル
首
長
ラ
ビ
）
等
、

多
数
の
人
々
が
参
加
さ
れ
た
。

式
典
終
了
後
、
琵
琶
湖
ホ
テ
ル
に
会
場
を

移
し
、
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。
多
く

の
参
加
者
の
も
と
盛
会
で
あ
っ
た
。

七
月
十
七
日
午
後
十
二
時
三
十
分
よ

り
、
東
京
・
イ
イ
ノ
ホ
ー
ル
で
日
本
仏

教
鑽
仰
会
主
催
・
本
会
後
援
、
第
六
十

一
回
「
東
京
お
盆
ま
つ
り
」
が
開
催
さ

れ
た
。
本
会
か
ら
は
、
小
林
正
道
事
務

総
長
が
出
席
し
た
。

ま
ず
始
め
に
、
園
児
が
献
灯
・
献
花
、

そ
し
て
お
盆
の
歌
を
捧
げ
、
三
帰
依
文

唱
和
の
後
、
中
山
静
麿
日
本
仏
教
鑽
仰

会
理
事
長
、
本
会
小
林
事
務
総
長
、
新

倉
典
生
東
京
都
仏
教
連
合
会
事
務
局
次

長
が
挨
拶
し
た
。

法
要
は
、
酒
井
日
慈
貫
首
（
日
蓮

宗
）
導
師
の
下
、
池
上
本
門
寺
の
僧
侶

が
出
仕
し
厳
か
に
勤
修
さ
れ
た
。

続
い
て
、
渡
邊
寶
陽
立
正
大
学
元
学

長
が
「
お
盆
に
想
う
」
と
い
う
題
で
、

お
盆
の
意
味
や
そ
の
発
祥
に
つ
い
て
法

話
を
行
っ
た
。

参
加
者
は
、
お
盆
の
法
要
と
戦
災
犠

牲
者
へ
追
悼
の
意
を
込
め
合
掌
し
た
。

日
本
仏
教
鑽
仰
会

東
京
お
盆
ま
つ
り

２００３年９月１日4



ル
ン
ビ
ニ
ー
で
行
な
わ
れ
た

マ
ヤ
堂
復
元
竣
工
式
の
様
子

ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会

ル
ン
ビ
ニ
ー
園
復
興
事
業
の
現
況
と
今
後
の
対
応

七
月
一
日
、
本
会
会
議
室
で
平
成
十
五
年

度
第
一
回
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
を
開
催
し
、

ル
ン
ビ
ニ
ー
園
復
興
事
業
の
今
後
の
対
応
に

つ
い
て
協
議
し
下
記
の
議
決
を
行
な
い
、
理

事
会
（
七
月
二
十
九
日
）
で
の
判
断
を
仰
ぐ

こ
と
に
な
っ
た
。（
理
事
会
記
事
は
、
次
号

掲
載
予
定
）

・
協
議
結
果

�
現
在
仕
掛
り
中
の
処
理
を
完
遂
し
た
後
、

本
事
業
を
終
了
す
る
。

�
当
該
す
る
処
理
は
、
マ
ヤ
堂
考
古
学
発
掘

調
査
最
終
報
告
書
の
発
刊
・
ネ
パ
ー
ル
現

地
事
務
所
と
備
品
の
処
分
お
よ
び
本
事
業

協
力
者
各
位
へ
の
報
告
等
で
あ
る
。

�
こ
の
た
め
の
資
金
は
、
現
在
推
進
中
の
篤

志
勧
募
浄
財
お
よ
び
本
会
の
本
会
計
よ
り

支
出
す
る
。

本
会
は
一
九
九
二
年
か
ら
一
九
九
五
年
の

間
に
マ
ヤ
堂
復
元
設
計
案
策
定
を
目
的
に
マ

ヤ
堂
考
古
学
発
掘
調
査
を
実
施
し
た
。

そ
の
際
に
旧
マ
ヤ
堂
中
心
部
の
マ
ヤ
夫
人

像
直
下
よ
り
、
隣
接
す
る
ア
シ
ョ
カ
王
柱
の

碑
文
の
読
み
方
に
よ
っ
て
は
そ
の
存
在
が
予

想
さ
れ
て
い
た「
マ
ー
カ
ー
・
ス
ト
ー
ン（
印

石
）」と
呼
称
す
る
石
板
を
発
見
し
た
。
こ
れ

は
、
釈
尊
生
誕
の
そ
の
地
点
を
示
す
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
発
掘
調
査
と
そ

の
成
果
が
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
文
化
遺
産
登
録

に
も
寄
与
し
、
ネ
パ
ー
ル
側
に
よ
る
マ
ヤ
堂

復
元
推
進
の
原
動
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
発
掘
調
査
を
当
初
か
ら
担
当

し
て
き
た
本
会
派
遣
の
考
古
学
者
上
坂
悟
氏

が
本
年
五
月
十
二
日
に
逝
去
さ
れ
た
。
謹
ん

で
ご
冥
福
を
お
祈
り
す
る
も
の
で
あ
る
。

上
坂
氏
が
執
筆
中
で
あ
り
、
逝
去
に
よ
り

未
完
の
ま
ま
残
さ
れ
た
マ
ヤ
堂
考
古
学
発
掘

調
査
最
終
報
告
書
は
、
故
人
の
恩
師
で
あ
る

立
正
大
学
前
学
長
坂
詰
秀
一
教
授
が
引
き
受

け
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
在
、
資

料
の
確
認
作
業
を
行
い
、
来
年
の
末
ま
で
に

は
発
刊
の
運
び
と
な
る
よ
う
努
力
し
て
い
た

だ
い
て
い
る
。

こ
の
発
掘
調
査
に
伴
う
貴
重
な
資
料
は
、

研
究
者
の
方
々
の
活
用
が
可
能
に
な
る
よ
う

対
応
を
検
討
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

昨
年
三
月
に
ネ
パ
ー
ル
側
で
開
始
さ
れ
た

マ
ヤ
堂
復
元
工
事
は
、
本
年
三
月
に
は
ほ
ぼ

完
成
し
仕
上
げ
工
事
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、

ネ
パ
ー
ル
仏
誕
節
（
五
月
十
六
日
）
に
ギ
ャ

ネ
ン
ド
ラ
国
王
夫
妻
を
迎
え
て
竣
工
式
典
が

盛
大
に
挙
行
さ
れ
た
。
本
会
か
ら
は
、
渡
邊

宗
徹
国
際
文
化
部
長
が
出
席
し
た
。

マ
ヤ
堂
に
隣
接
し
た
広
場
に
特
設
の
式
場

が
設
置
さ
れ
、
二
万
人
程
の
人
々
が
近
隣
か

ら
バ
ス
や
徒
歩
で
参
集
し
、
炎
天
下
静
か
に

マ
ヤ
堂
の
完
成
と
仏
誕
節
を
祝
っ
た
。

式
典
で
は
マ
ヤ
堂
復
元
に
本
会
の
協
力
が

あ
っ
た
事
が
表
明
さ
れ
た
。
各
国
の
大
使
が

出
席
し
、
神
長
善
次
日
本
特
命
大
使
が
来
賓

を
代
表
し
て
祝
辞
を
述
べ
ら
れ
た
。

こ
の
日
か
ら
、
マ
ヤ
堂
の
内
部
が
一
般
に

無
料
で
公
開
さ
れ
、
仏
陀
生
誕
の
地
を
証
す

る
「
マ
ー
カ
ー
・
ス
ト
ー
ン
（
印
石
）」は
強

化
ガ
ラ
ス
で
覆
わ
れ
、
特
設
の
木
製
の
橋
の

上
か
ら
見
学
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
、

ネ
パ
ー
ル
の
ル
ン
ビ
ニ
ー
開
発
ト
ラ
ス
ト

（
Ｌ
Ｄ
Ｔ
）
に
よ
る
二
十
四
時
間
体
制
で
の

警
備
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
報
告

現
況
報
告

マ
ヤ
堂
復
元
竣
工
式
典
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○
公
益
法
人
改
革
の
現
況

○
本
堂
・
会
館
等
使
用
に
関
す
る

課
税
に
つ
い
て

七
月
二
十
五
日
午
後
二
時
よ
り
、
明
照
会

館
で
税
務
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

三
帰
依
文
唱
和
の
後
、
小
林
正
道
事
務
総

長
が
「
公
益
法
人
改
革
の
動
き
や
税
制
と
の

兼
ね
合
い
な
ど
、
本
会
及
び
加
盟
団
体
に
と

っ
て
重
要
な
問
題
。
是
非
ご
審
議
い
た
だ
き

た
い
」
と
挨
拶
し
、
議
事
に
移
っ
た
。

は
じ
め
に
正
副
委
員
長
を
選
出
し
、
委
員

長
に
中
條
令
紹
師
（
日
蓮
宗
）、
副
委
員
長

に
横
山
裕
教
師
（
真
言
宗
豊
山
派
）
が
選
ば

れ
た
。

次
に
、「
公
益
法
人
改
革
の
現
況
」
に
つ

い
て
、
長
谷
川
正
浩
本
会
顧
問
弁
護
士
が
、

現
況
と
今
後
の
問
題
点
に
つ
い
て
説
明
を
行

っ
た
。（
二
・
三
貢
を
参
照
）

各
委
員
よ
り
意
見
が
出
さ
れ
、
公
益
法
人

の
も
つ
社
会
貢
献
性
・
公
益
性
と
の
関
連
に

つ
い
て
検
討
さ
れ
た
。
そ
し
て
税
制
の
関
係

や
今
後
の
時
局
の
変
化
に
迅
速
に
対
応
出
来

る
よ
う
小
委
員
会
を
新
た
に
設
置
し
検
討
し

て
い
く
旨
が
決
定
し
た
。

続
い
て
、「
本
堂
・
会
館
等
使
用
に
関
す

る
課
税
に
つ
い
て
」
討
議
さ
れ
た
。

本
件
に
つ
い
て
、「
昨
今
所
轄
の
税
務
署

の
対
応
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
課
税
す
る
方

向
で
動
き
出
し
て
い
る
。
宗
教
法
人
の
公
益

性
と
非
常
に
密
接
な
関
係
が
あ
り
、
全
日
本

仏
教
会
と
し
て
の
統
一
の
見
解
が
必
要
で
は

な
い
か
」
と
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。

続
い
て
問
題
の
経
緯
に
つ
い
て
長
谷
川
顧

問
弁
護
士
が
説
明
し
た
。

昭
和
五
十
八
年
度
ま
で
収
益
事
業
と
な
る

席
貸
し
は
、
娯
楽
遊
興
ま
た
は
慰
安
の
用
に

供
す
る
も
の
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
昭

和
五
十
九
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始
す
る
事

業
年
度
か
ら
こ
の
枠
が
取
り
外
さ
れ
、
お
葬

式
の
た
め
本
堂
や
庫
裡
を
貸
す
場
合
に
は
、

席
貸
し
業
と
な
る
余
地
が
生
じ
た
。

そ
し
て
本
会
は
、
昭
和
六
十
一
年
、
国
税

庁
と
折
衝
し
、「
宗
教
法
人
法
第
三
条
に
規

定
す
る
施
設
に
お
い
て
、
当
該
宗
教
法
人
に

所
属
す
る
僧
侶
（
聖
職
者
）
が
法
要
の
配
役

と
し
て
出
仕
し
、
諷
経
、
焼
香
、
献
花
、
法

話
等
、
宗
教
行
為
を
行
う
際
に
、
金
銭
の
授

受
（
明
ら
か
に
席
貸
し
の
対
価
と
し
て
の
性

質
を
有
す
る
も
の
を
除
く
）
が
あ
っ
て
も
、

こ
の
金
銭
の
授
受
は
布
施
行
為
の
結
果
（
法

律
的
に
は
贈
与
）
で
あ
っ
て
も
席
貸
し
業
と

は
な
ら
な
い
。」
と
の
合
意
を
得
て
い
る
（
平

成
元
年
二
月
一
五
日
付
、
国
税
庁
法
人
税
課

審
理
係
長
か
ら
、
各
国
税
局
法
人
税
課
審
理

係
長
宛
「
電
話
等
照
会
回
答
整
理
票
の
送
付

に
つ
い
て
」
事
務
連
絡
参
照
）。

今
後
、
本
件
に
対
し
、
各
加
盟
団
体
内
で

現
在
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
情
報
収

集
を
行
い
、
小
委
員
会
で
検
討
し
て
い
く
旨

が
確
認
さ
れ
た
。

中
條

令
紹

（
日
蓮
宗
）

横
山

裕
教

（
真
言
宗
豊
山
派
）

河
村

松
雄

（
曹
洞
宗
）

新
倉

典
生

（
東
京
都
仏
教
連
合
会
）

社
本

公
一

（
本
会
公
認
会
計
士
）

挨
拶
す
る
中
條
令
紹
委
員
長

ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に
入
る
小
さ
な
や
さ
し
い
法

話
カ
ー
ド
で
す
。
各
種
の
集
ま
り
や
、
玄
関

・
受
付
に
て
配
布
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

お
申
込
み

必
ず
F
A
X
か
ハ
ガ
キ
で
お
申
込
み
下
さ

い
。
希
望
部
数
、
住
所
、
郵
便
番
号
、
連
絡

先
、
一
般
も
し
く
は
寺
院
の
別
も
お
書
き
の

上
お
申
込
み
下
さ
い
。
お
支
払
い
は
、
同
封

の
振
込
用
紙
で
お
振
込
願
い
ま
す
。

（
送
料
・
梱
包
料
は
別
途
請
求
）

お
問
い
合
せ

〒
一
〇
五－

〇
〇
一
一

東
京
都
港
区
芝
公
園
四－

七－

四
明
照
会
館
内

全
日
本
仏
教
会

T
E
L
〇
三（
三
四
三
七
）九
二
七
五

F
A
X
〇
三（
三
四
三
七
）三
二
六
〇

●
仏
教
ポ
ケ
ッ
ト
カ
ー
ド

税
務
委
員
会

小
委
員
会
委
員

残暑お見舞申し上げます

真
言
宗
犬
鳴
派

大
本
山

七
宝
瀧
寺

犬
鳴
山

管

長

貫

主

東

條

仁

哲

大
阪
府
泉
佐
野
市
大
木
八
番
地

〒
５９８
―

００２３
〇
七
二
四（
五
九
）七
一
〇
一

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
七
二
四（
五
九
）七
一
〇
一
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七
月
二
十
五
日
、
本
会
会
議
室
で
同
和
委

員
会
（
出
口
芳
演
委
員
長
）
が
開
催
さ
れ
、

�
第
十
三
回
同
和
推
進
担
当
者
連
絡
会
の
反

省
に
つ
い
て
、

�
第
二
十
三
回
同
和
研
修
会
に
つ
い
て
、

�
差
別
法
戒
名
、
墓
石
の
改
正
に
つ
い
て
、

�
同
和
委
員
会
の
名
称
に
つ
い
て
、

議
論
さ
れ
た
。

な
か
で
も
、
第
二
十
三
回
同
和
研
修
会
に

つ
い
て
は
概
要
が
左
記
の
通
り
ほ
ぼ
確
定
し

た
。

◇
日
時

十
一
月
七
日（
金
）
十
三
時
〜

◇
場
所

天
台
宗
務
庁

大
会
議
室

（
滋
賀
県
大
津
市
坂
本
四
―
六
―
二
）

◇
講
師

森
田
ゆ
り
先
生

（
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
セ
ン
タ
ー
主
宰
）

詳
細
・
日
程
等
に
つ
い
て
は
、
次
回
の
委

員
会
に
て
決
定
す
る
運
び
と
な
っ
た
。

ま
た
、
同
和
委
員
会
の
名
称
に
つ
い
て
は

数
回
に
わ
た
っ
て
論
議
さ
れ
、
各
宗
派
内
で

も
「
同
和
」
と
「
人
権
」
の
文
言
が
半
々
の

割
合
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
年

度
中
に
結
論
を
出
し
て
来
期
中
に
名
称
の
変

更
を
行
う
方
針
が
示
さ
れ
た
。

今
秋
、
本
会
財
政
全
般
に
つ
い
て

「
最
終
答
申
」
を
提
出
予
定

七
月
四
日
午
後
二
時
よ
り
、
本
会
会
議
室

で
財
政
検
討
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

森
和
久
理
事
長
が
導
師
を
務
め
、
三
帰
依

文
を
唱
和
。
続
い
て
挨
拶
を
行
っ
た
。

次
に
、
瀬
古
眞
隆
委
員
長
が
今
委
員
会
の

経
過
報
告
を
行
い
、
宮
川
宏
生
財
部
部
長
が

昨
年
十
月
に
提
出
し
た
「
中
間
答
申
」
に
つ

い
て
説
明
し
、
今
秋
提
出
す
る
「
最
終
答

申
」（
本
会
財
政
全
般
）
に
向
け
、
様
々
な

意
見
を
聴
取
し
、
慎
重
に
審
議
を
重
ね
た
。

ま
た
、
次
回
委
員
会
開
催
は
、
十
月
三
日

本
会
会
議
室
で
開
催
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

同
和
研
修
会
の
日
程
決
定

本会会議室で行なわれた同和委員会

八
月
一
日
、
本
会
は
「
首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
中
止
の
要
請
」
を
、

首
相
宛
に
提
出
し
た
。
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ZENBUTSU

十
日
▼
宗
教
法
人
審
議
会
出
席

▼
法
律
相
談
室

十
七
日
▼
同
和
小
委
員
会

▼
日
本
仏
教
鑽
仰
会
・
東
京
お
盆
ま

つ
り
出
席

二
十
二
日
▼
宗
教
教
育
推
進
に
関
し
、
自
由

民
主
党
へ
要
請

二
十
四
日
▼
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
マ
ヤ
堂
考
古
学

調
査
報
告
書
作
成
に
関
し
、
坂

詰
秀
一
教
授
と
打
合
せ

▼
法
律
相
談
室

二
十
五
日
▼
同
和
委
員
会

▼
税
務
委
員
会

▼
事
務
総
局
局
内
会
議

▼
関
西
事
務
局
局
内
会
、
運
営
委

員
会

二
十
八
日
▼
文
化
庁
調
査
来
訪

二
十
九
日
▼
常
務
理
事
会
・
理
事
会

▼
宗
教
教
育
推
進
に
関
し
、
浄
土

宗
訪
問

三
十
一
日
▼
日
宗
連
税
制
委
員
会
・
理
事
会

幹
事
会

一
日
▼
「
首
相
及
び
閣
僚
の
靖
国
神
社
公
式

参
拝
中
止
の
要
請
」
を
提
出

四
日
▼
「
世
界
平
和
祈
り
の
集
い
」
出
席

七
日
▼
事
務
総
局
局
内
会
議

就
任

評
議
員

太
田
智
徳（
和
歌
山
県
仏
教
会
）

東
谷

智（
北
海
道
仏
教
会
連
盟
）

総
務
委
員

菅
野
斌
允（
曹
洞
宗
）

退
任

評
議
員

和
田
嘉
明（
和
歌
山
県
仏
教
会
）

小
林
潤
一（
北
海
道
仏
教
会
連
盟
）

総
務
委
員

池
田
年
孝（
曹
洞
宗
）

加
賀
美
日
聰
師
（
本
会
元
常
務
理
事
）

七
月
七
日
遷
化

九
十
五
歳

日
蓮
宗
元
宗
務
総
長

二
〇
〇
三
年
九
月
一
日
発
行

九
月
号

第
四
九
一
号

発
行
人

小
林
正
道

発
行
所

財
団
法
人
全
日
本
仏
教
会

〒
一
〇
五
―
〇
〇
一
一
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
―
七
―
四

電
話
〇
三（
三
四
三
七
）九
二
七
五

U
R
L:http://w

w
w
.jbf.ne.jp/

無料法律
相談室
長谷川正浩本会顧問弁護士による、

無料法律相談を毎月第二、第四木曜

日の午後開催しております。本会事

務総局０３（３４３７）９２７５へ事前予約の上

おいで下さい。

本会ホームページに
加盟団体主催行事をお載せします

●「ブッダの生誕地ルンビニー」
テレビ放映決定！

●http : //www.jbf.ne.jp
加盟団体主催行事を積極的に紹介中
当ホームページを加盟団体の情報提供の場としてご利用ください。

情報は随時募集しています。
加盟団体のサイト内情報検索
本会加盟団体ホームページ内の関連情報をキーワード入力すると

簡単に検索できます。
機関誌『全仏』のバックナンバー閲覧
２０００年１月からの全仏誌抜粋がホームページ上で（一部カラー）
ご覧になれます。
その他
やさしい釈尊伝、宗教法人備え付け・提出書類フォーマットなど情
報を満載。

ユネスコ世界遺産登録地を毎週日曜日放映している
TBSテレビ系列『世界遺産』で９月中旬２週に亘って
仏教の開祖・ブッダにちなむ世界遺産を紹介します。
本会では、２０数年に亘るルンビニー園復興事業の一環

として行われた考古学調査の貴重な映像資料を提供。是
非皆様ご覧下さい。

９月１４日（日）夜１１時３０分～
●「ブッダの生誕地ルンビニー」
ブッダの生まれ

た地に建立された
寺院遺跡の発掘作
業直後の貴重な映
像。
数カ国の僧侶が

一同に会する珍し
い合同法要の様子
等を放映。

９月２１日（日）夜１１時３０分～
○「ブッダガヤの大菩提寺」
ブッダが悟りを開いた場所に置かれた紀元前の金剛法
座や巨大な石造建築等を放映

「
全
仏
」（
四
九
〇
号
）
六
頁
、
本
会

会
長
・
副
会
長
・
理
事
・
常
務
理
事
・

評
議
員
の
暑
中
見
舞
交
換
の
中
で
、
評

議
員
名
を
誤
っ
て
記
載
致
し
ま
し
た
。

謹
ん
で
訂
正
さ
せ
て
頂
く
と
と
も
に
、

関
係
各
位
に
心
よ
り
お
詫
び
申
し
上
げ

ま
す
。

誤

中
村
文
峰
師

�

正

杉
村
五
由
師

本
会
機
関
誌
「
全
仏
」
四
九
〇
号

記
事
訂
正
の
お
詫
び

事
務
総
局
録
事

人
事

哀
悼

七
月
（
十
〜
三
十
一
日
）

八
月
（
一
〜
十
日
）

２００３年９月１日8


